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し
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す
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ご
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力
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だ
さ
い

雪捨て場区域には看板等を設置しておりますので、

その区域内をご利用ください。
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。雪捨て場のお知らせ 踏切の冬季閉鎖箇所雪捨て場区域には看板等を設置しておりますので、

その区域内をご利用ください。

●交通事故や交通渋滞の原因に
　なります

●１台でも大迷惑 !! 道路は
　皆さんが利用しています

●間口の確保は利用目的に合わせて
●雪は路側に積上げましょう

ご協力していただきたいこと・・・

車道への
雪出し禁止

玄関先から道路へ
出る間口は各家庭で路上駐車の禁止

　ＪＲ五能線の下記踏切について、例年どおり通行ができなくな

ります。ご理解とご協力をお願いいたします。

■踏 切 名　　高野々、家の後、浜田、笹森、第一横間、第二横間、

滝ノ間

■閉鎖機関　　平成29年12月５日（火）

　　　　　　　　　～平成30年３月24日（土）

■問合せ先　　八峰町総務課　☎76－4601

雪捨て場　峰浜地区 雪捨て場　八森地区

　降雪時から２月末（予定）までの間、図のとおり

全面通行止めにします。

　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願

いします。

■問合せ先　　八峰町建設課　☎76－4610

町道の冬季閉鎖箇所


